
不
当
要
求
情
報
管
理
機
関
登
録
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
件
新
旧
対
照
条
文

○
不
当
要
求
情
報
管
理
機
関
登
録
規
程
（
平
成
三
年
国
家
公
安
委
員
会
告
示
第
五
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
目
的
）

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
規
程
は
、
不
当
要
求
情
報
管
理
機
関
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為

第
一
条

こ
の
規
程
は
、
不
当
要
求
情
報
管
理
機
関
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為

の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。

の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。

）
第
三
十
二
条
の
三
第
二
項
第
八
号
に
規
定
す
る
不
当
要
求
情
報
管
理
機
関
を
い
う

）
第
三
十
二
条
の
三
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
不
当
要
求
情
報
管
理
機
関
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
の
登
録
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
不
当
要
求

。
以
下
同
じ
。
）
の
登
録
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
不
当
要
求

情
報
管
理
機
関
の
業
務
の
適
正
な
実
施
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

情
報
管
理
機
関
の
業
務
の
適
正
な
実
施
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
登
録
の
要
件
）

（
登
録
の
要
件
）

第
三
条

登
録
の
要
件
は
、
次
の
各
号
の
と
お
り
と
す
る
。

第
三
条

登
録
の
要
件
は
、
次
の
各
号
の
と
お
り
と
す
る
。

一

役
員
（
当
該
不
当
要
求
情
報
管
理
機
関
が
法
人
そ
の
他
の
団
体
以
外
の
者
で
あ

一

役
員
（
当
該
不
当
要
求
情
報
管
理
機
関
が
法
人
そ
の
他
の
団
体
以
外
の
者
で
あ

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
主
要
な
職
員
を
い
い
、
当
該
不
当
要
求
情
報
管
理
機

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
主
要
な
職
員
を
い
い
、
当
該
不
当
要
求
情
報
管
理
機

関
が
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
置
か
れ
た
機
関
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
団

関
が
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
置
か
れ
た
機
関
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
団

体
の
役
員
を
含
む
。
次
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う

体
の
役
員
を
含
む
。
次
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う

ち
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
な
い
こ
と
。

ち
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
な
い
こ
と
。

イ

暴
力
的
不
法
行
為
等
（
法
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
暴
力
的
不
法
行
為
等

イ

暴
力
的
不
法
行
為
等
（
法
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
暴
力
的
不
法
行
為
等

を
い
う
。
）
又
は
法
第
八
章
（
法
第
五
十
条
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。

を
い
う
。
）
又
は
法
第
八
章
（
法
第
五
十
条
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。

）
及
び
第
五
十
二
条
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
罪
に
当
た
る
違
法
な
行
為
を
行

）
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
罪
に
当
た
る
違
法
な
行
為
を
行
い
罰
金
以
上
の
刑

い
罰
金
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は

に
処
せ
ら
れ
た
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ

執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
も

と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の

の
ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

二
〜
四

（
略
）

二
〜
四

（
略
）


